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認知症の人を
持つ家族など

①行方不明者の届出
　メール配信依頼届の届出

②捜索協力メール配信
⑤捜索解除メール配信

④発見連絡

③発見連絡

③発見連絡 連携

発見

●対象
・自宅で生活している認知症や認知症の疑いのある
人

・認知症高齢者見守りネットワーク事業事前登録者
で40歳以上の人

●補償額上限
１億円（個人賠償
責任保険）

●手続き
認知症高齢者見守
りネットワーク事
業事前登録の届出
時に申請

※保険事業のみの加入はできません。

「悩みを聞いて欲しい｣｢開催している通いの場があ
れば教えて欲しい｣｢家でできる運動や認知症予防の
取り組みを知りたい｣｢介護負担やストレス軽減の方
法を知りたい」。そんな時は近くの地域包括支援セ
ンターなどに相談してください。
●地域包括支援センター
・大浜・中央地区「市地域包括支援センター」
☎（46）5512（月～金曜日　８時30分～17時15分）

・新川・西端地区「社協地域包括支援センター」
☎（46）3840（月～金曜日　８時30分～17時15分）

・旭・棚尾地区「東部地域包括支援センター」
☎（93）1191（火～土曜日　８時30分～17時15分）

●高齢介護課地域支援係
☎（95）9890（月～金曜日　８時30分～17時15分）

認知症の人を持つ家族などは、事前に対象者の情
報を登録できます。なおメール配信は、警察署に行
方不明者届を提出する必要があります。
●対象
・碧南市に住民票があり居住している人
・認知症や認知症の疑いのある人（若年性認知症を
含む）

・行方不明になる可能性がある人
●持ち物
・届出者の印鑑
・本人の顔写真（希望時は顔写真をメール配信しま
す）　

認知症の人が行方不明になった際に、自身の携帯
電話などで捜索協力メールを受信する人のことです。
メールを受信した場合は、日常生活のなかのできる
範囲で、捜索をお願いします。
●メール配信
メールの配信時間は、８時30分から20時です。夜
間のメール配信はしません。
登録は無料ですが、登録やメール受信にかかる通

信料は登録者負担です。
●メールアドレス登録方法
携帯電話などで２次元コードを読み取

るか、アドレスhekinan-kourei@raiden
.ktaiwork.jp に空メール（件名、本文不
要）を送信して登録してください。

■問　高齢介護課地域支援係　☎（95）9890
市では認知症高齢者が行方不明になったときにその家族などからの依頼により、捜索の協力を行う「支え愛

サポーター」にメールを配信し、メールを受信した人に日常生活のなかのできる範囲で捜索をお願いする事業
を行っています。

支え愛サポーター 事前登録制度

ひとりで悩んでませんか？認知症高齢者等
個人賠償責任保険事業

◉ 認知症の人と家族が安心して暮らせるまちを目指して ◉
認知症による行方不明への備え 安心ッス！！へきなん支え愛ネット
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■問　商工課企業応援係　☎（95）9895
市では、中小企業の従業員の福祉増進および雇用の安定のために、次の共済制度に新規に加入した事業所に
対し、当初の１年間の掛金の10％（中退共）、20％（特退金）を補助しています。契約日から12か月経過した月
の属する年度末までに申請してください。
特色
・独自に退職金制度を持つことが困難な中小企業でも、大企業並みの退職金を支払うことができます
・毎月定額の掛金で、将来支払うべき退職金を計画的に準
備できます
・掛金は税法上損金または必要経費として全額非課税です
・従業員の確保と定着化を図り、企業経営の発展に役立ち
ます
制度
・中小企業退職金共済制度
■問　勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部

名古屋コーナー　☎052（856）8151
・特定退職金共済制度
■問　碧南商工会議所　☎（41）1100

■問　高齢介護課高齢福祉係　☎（95）9888
市では高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できるように、高齢者等見守りネットワークを推進していま
す。この一環として、これまでに62の民間事業者や団体と高齢者等の見守りに関する協定を締結しました。協
定では、協力事業者が店舗での接客や配達での訪問などの日常業務のなかで、高齢者などの様子に異変を感じ
たときに、市役所などへの通報をお願いしています。この協定を通じて、さらなる高齢者への迅速な支援や安
否確認につなげています。

高齢者の異変を感じる具体例
・ポストが新聞や郵便物でいっぱい
・洗濯が何日も干しっぱなし
・何回も同じ手続きに訪れる
・同じ商品を頻繁にたくさん購入している
・夏なのに冬の服を着ている
・裸足で歩いている
・同じところを行ったり来たりしている　など

事業者の募集
更なる見守り体制の推進のため、協力できる
事業者を募集しています。費用はかかりません。
高齢者などが安心安全に住み慣れた地域で、長
く過ごすことができるよう協力をお願いします。
興味のある事業者は、問い合わせてください。
※市内において、高齢者の日常生活圏域で事業
活動を行っていることや、日常業務において高
齢者と接する機会が多く、協定書に定める見守
り活動の趣旨を理解し、円滑に実施できる事業
者が対象です。

市高齢者等の見守りに関する協定　協力事業者の募集

高齢者等見守り協定イメージ

高齢介護課
☎（95）9888

警察　☎110
消防　☎119

出動

連携

民間事業者によるさりげない見守り

郵便配達

金融機関

タクシー

新聞配達

ガス（検針員）

スーパー
コンビニ

市内商店
そのほか市内協力店

介護サービス事業者
高齢者福祉サービス事業者

状況確認
支援 通

報
連
絡

企業の退職金準備は中退共・特退金で
掛 け 金 の 一 部 補 助
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